
亀岡市観光協会って？

一般社団法人亀岡市観光協会

入会のご案内

亀岡市観光協会は、昭和４０年６月に観光事業の健全な発展を図り、亀岡

市の産業の発展に寄与する目的で設立されました。平成２６年４月には法人

化され、一般社団法人亀岡市観光協会となりました。

どんな団体なの？

一般社団法人亀岡市観光協会は、亀岡市を中心とした観光に直接・間接を

問わず関わる会員の皆さまによって支えられている組織です。

観光協会では地域資源の活用と魅力の発信を行っており、その活動を通し

て観光客の誘致や充実した亀岡滞在を促進し、会員の皆さまに様々な利益を

提供することを目的としています。

何をしているの？
次の活動を通して、観光客へのおもてなしや充実した観光を提供しています。

▼観光振興事業…保津川下り･湯の花温泉･嵯峨野トロッコ列車（三大観光）

亀岡光秀まつり・亀岡平和祭・花の亀岡観光などの推進

▼観光宣伝事業…観光案内所運営・各種キャンペーン・プロモーション・

情報発信・ロケ支援など

▼観光掘起こし…桜･紅葉名所のＰＲ・“光秀公のまち”城下町観光の推進・

レンタサイクル運営・スポーツ観光の推進など

▼環境整備事業…観光地美化・ハイキングコース整備など

▼各種収益事業…物産店「かめまるマート」運営・独自商品の開発・

着地型観光推進・トロッコ亀岡駅駐車場運営など



会員になるメリットは？（特典）

施設情報の案内

●観光案内所にＰＲパンフレットを配架

できます

●観光客からお問い合わせがあった際に

は優先して案内します

●プロモーション活動等で旅行会社等の

求めに応じて適切な情報をつなぎます

ＰＲの場を提供

●協会ホームページに会員名のほか諸情

報を掲載します

●協会ホームページにバナー広告が掲載

できます（有料）

●協会発行のパンフレット（一部）に広

告を掲載することができます（有料）

●テレビや雑誌等から情報提供を求めら

れた場合は優先してご紹介します

かめまるマートで商品販売が可能

●協会運営のかめまるマートや出張販売

店舗で商品を取り扱う場合、販売手数

料を優遇します

会員同士の交流

●会員交流会を定期的に開催し、会員相

互の交流とビジネスマッチングの機会

を提供します

●会報誌の発行や先進地視察研修などを

通して交流の場を提供します

ご入会に関するご相談は、お電話またはメールにてお問い合わせください！

〒621-0804 京都府亀岡市追分町谷筋25-30
TEL(0771)29-5152 FAX(0771)29-5171

E-Mail: office@kameoka.info
URL: https://kameoka.info/（事務局 総務グループ担当）

亀岡市観光協会に入会するには？（手続き方法）

入会申込書に必要事項をご記入のうえ事務局にお申し込みください1

2 入会に際しましては審査がございます（約２週間）

審査完了後、入会承諾書の送付をもって入会とさせていただきます

3 入会承諾書の送付時に会費の納付方法をご案内します

年会費のご案内

年会費は、一口１２，０００円です（令和５年６月現在）

※口数の上限はありません ※入会金はございません



一般社団法人亀岡市観光協会 入会申込書 

令和  年  月  日 

 

一般社団法人亀岡市観光協会 会長 様 

 

 

一般社団法人亀岡市観光協会の趣旨に賛同し、入会を申し込みます。 

住 所 
〒   － 

 

事 業 所 名  

代表者職氏名                        

代表電話番号等 TEL.(   ）  －    FAX. (   ）  －    

業 種 
 

※会社概要等を添付して下さい。 

ＨＰアドレス http:// 

メールアドレス            ＠ 

ホームページ 

掲載希望名称 
 

担当者職氏名  

担 当 者 

メールアドレス 
           ＠ 

紹 介 者 

 （ある場合に記載）  
 

 

※これより下は記入しないでください。 

決 
 

裁 
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付 
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